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公 告 

 

福井県企業版ふるさと納税マッチング業務に係る公募型プロポーザルを実施するので、次のと

おり公告する。 

 

  令和６年４月２２日 

福井県知事 杉本 達治 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

（１）業務名 

福井県企業版ふるさと納税マッチング業務 

（２）契約期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（３）業務内容 

「福井県企業版ふるさと納税マッチング業務委託仕様書」のとおり 

（４）履行場所 

    福井県福井市大手３丁目１７番１号 

    福井県庁舎内 

 

２ 企画提案書を提出できる者の要件 

企画提案書を提出することができる者は、一の個人もしくは法人または共同企業体であって、そ

れぞれ福井県企業版ふるさと納税マッチング業務の調達に関する審査委員会（以下「審査委員会」

という。）の審査を受ける資格（以下「受審資格」という。）に関し、次に掲げる事項について県の

認定を受けた者とする。 

（１）個人または法人 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

イ 受審資格認定の日において、現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

ウ 受審資格認定の日において、会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続

開始の申立て、および民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てがなされていない者であること。 

エ 福井県に事務所または事業所を有する者にあっては、全ての県税ならびに消費税および地

方消費税において未納がない者であること。 

オ 次の（ア）から（オ）までのいずれにも該当しない者であること。 

（ア）役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支

店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

（イ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

（ウ）役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
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加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

（エ）役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す

るなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

（オ）役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（２）共同企業体 

ア （１）のアからオまでに掲げる要件の全てを満たす個人または法人により自主的に結成さ

れたものであり、共同企業体を構成する者（以下「構成員」という。）で次に掲げる事項を

定めた協定書を締結していること。 

（ア）共同企業体の目的 

（イ）共同企業体の名称 

（ウ）構成員の名称および所在地 

（エ）代表構成員の名称および権限 

（オ）構成員の出資割合 

（カ）各構成員の責任 

（キ）利益金および欠損金の配当ならびに負担の割合 

（ク）取引金融機関の名称 

（ケ）業務期間中における構成員の脱退に関する措置 

（コ）業務期間中における構成員の破産、会社更生、民事再生手続または解散に対する措

置 

（サ）共同企業体解散後の契約不適合責任 

なお、本件契約締結後に、共同企業体の協定書の内容を変更しようとする場合は、あら

かじめ本県と協議すること。 

イ 共同企業体の出資比率が最大の者が代表構成員であること。ただし、出資比率が最大の者

が複数ある場合は、いずれかの者が代表構成員となること。 

ウ 全ての構成員が、本件提案に参加する他の共同企業体の構成員となっていないこと。 

エ ３に定めるところにより受審資格認定申請書等を提出し、本件提案に係る受審資格を有す

ることについて本県知事から確認を受けていること。 

 

３ 受審資格の認定の申請手続等  

（１）受審資格の認定の申請手続等  

企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、受審資格の認定を受けなければなら

ない。  

ア 提出書類および部数  

受審資格認定申請書（様式１）他、必要書類 １部  

イ 提出方法  

持参または配達証明付き郵便によること。  

ウ 提出期限  

令和６年５月２日（木）１７時まで（必着）  

なお、提出後における申請書の追加および変更は認めない。  
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エ 提出場所および申請に係る質問を受け付ける場所ならびに認定に関する事務を担当する部

局の所在地および名称  

〒９１０－８５８０  

    福井県福井市大手３丁目１７番１号 ５階 

福井県交流文化部定住交流課 

電話 ０７７６－２０－０６６５ 

電子メール teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp 

オ 提出資料の様式等  

実施要領および各種様式等関係書類の交付については、次のとおりとする。  

（ア）交付期間  

令和６年４月２２日（月）から令和６年５月２日（木）まで（土、日、祝日を除く。）

の９時から１７時までとする。  

（イ）交付場所  

３（１）エに同じ。  

なお、福井県ホームページ（https://www.pref.fukui.lg.jp）からもダウンロード

することができる。  

（２）受審資格の認定時期  

受審資格の認定は、令和６年５月９日（木）までに行う。  

（３）受審資格の認定結果  

電子メールにより申請者に通知する。  

（４）受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明  

ア 受審資格の認定を受けられなかった者は、書面により、その理由について説明を求めるこ

とができる。この場合においては、令和６年５月１４日（火）１７時までに、説明を求め

る旨を記載した書面を持参して、申請書の提出場所に提出しなければならない。  

イ 県は、説明を求めた者に対して、書類の提出のあった日から１０日以内に書面により回答

する。  

 

４ 本業務に関する質問事項 

本業務に関する質問事項については、令和６年５月２日（木）１２時までに電子メールで文書（様

式３）を提出すること（提出先：teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp）。  

質問に対する回答は、電子メールにより、全ての受審資格認定者に対して一斉に行う。ただし、

軽微な質問については、口頭により回答することがある。 

 

５ 企画提案書の提出手続  

（１）提出書類および提出部数  

ア 企画提案書 ４部  

イ アの電子データ（PDF 形式） 

（２）提出方法  

５（１）アについては持参または配達証明付き郵便によること。 
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５（１）イについては電子メールにより、５ＭＢ程度の容量で送付すること。  

（３）提出期限  

令和６年５月１６日（木）１７時まで（必着）  

なお、提出後における資料の追加および変更は認めない。  

（４）提出場所  

３（１）エに同じ。  

（５）提出資料の様式等  

３（１）オに同じ。 

 

６ 審査委員会および契約先候補者の選考等 

（１）審査委員会 

審査委員会において、提出された企画提案書の内容について対面または Microsoft Teams によ

るオンラインによるプレゼンテーションを実施し、あらかじめ定められた審査基準に基づき審

査した上で委託先候補者を選定する。 

（２）審査結果 

審査結果については、採否に関わらず企画提案書を提出した者に書面で通知する。 

なお、審査結果の異議申し立ては、一切受け付けない。 

（３）選定されなかった提案者に対する理由の説明 

ア 選定されなかった提案者は、書面により、その理由について説明を求めることができる。 

この場合においては、別途通知する日までに、その旨を記載した書面を持参して、申請書

の提出場所へ提出しなければならない。 

イ 県は、説明を求めた提案者に対しては、書面の提出があった日から１０日以内に書面によ

り回答する。 

 

７ その他 

（１）この公告にかかる一連の手続および業務の契約等に関する手続において使用する言語および通

貨は、日本語および日本国の通貨に限る。 

（２）必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた書類等は一切受け付けない。 

（３）提出された書類は返却しない。 

（４）企画提案に関する経費は、全額提案者負担とする。 

（５）書類の内容に虚偽の記載がある場合には、失格とする。 

（６）提案者の選定に当たり、提案者に対して、企画提案書の内容についての説明を求めることがあ

る。 

（７）この公告に掲げるもののほか、このプロポーザルに関し必要な事項は、実施要領等による。 

 


